
支部宿泊施設利用補助要綱の一部改正について
支部宿泊施設利用補助要綱（平成29年4月1日制定）の一部を次のように改正する。

　（利用の手続き及び方法） 　（利用の手続き及び方法）
第３　[略] 第３　[略]
第４　[略] 第４　[略]

第５　支配人は、審査に際し、組合員等から組合員証等の提示を求めることができる。 第５　支配人は、審査に際し、組合員等から組合員証及び被扶養者証等（本人確認書類）の提示を求めることとする。

（別表）　支部宿泊施設利用補助対象区分表 （別表）　支部宿泊施設利用補助対象区分表

備考１　宿泊利用補助を連続して利用する場合は、２泊３日を限度とする。
　　２　会食利用補助と法要・慶事等利用補助は、重複しての利用はできないものとする。
　　３　特別利用補助の利用期間及び補助額等は、支部長と協議の上、決定するものとする。

備考１　宿泊利用補助を連続して利用する場合は、２泊３日を限度とする。
　　２　会食利用補助と法要・慶事等利用補助は、重複しての利用はできないものとする。
　　３　特別利用補助の利用期間及び補助額等は、支部長と協議の上、決定するものとする。

利用回数上限

組合員及びそ
の被扶養者併
せて12泊まで

組合員及びそ
の被扶養者併
せて12回まで

改正前 改正後

備考　改正部分は、下線の部分である。

　　　附　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

利用補助の対象 補助額

法要・慶事等
利用補助

組合員が主催して、法要、慶事（退職・永年勤続・歳
祝・叙勲等）で利用した場合

組合員及びその子が結婚披露宴で利用した場合
※組合員同士の場合は、それぞれが補助対象となる。

１組の利用額の
25％
　　上限150,000
円

宿泊
利用補助

組合員及びその被扶養者（４歳未満を除く）が宿泊した
場合

2,000円
別紙様式
第69号

区分 利用補助の対象 補助額 利用券 区分

婚礼
利用補助

1,000円

１組の利用額の
25％
　　上限150,000
円

会場使用料（サー
ビス料含む）の
50％
　 　上限25,000
円

別紙様式
第75号

1,500円

別途通知する

別紙様式
第77号

別紙様式
第68号

特別利用補助

大規模災害及び感染症の流行等により、施設の利用が大
幅に減少した場合に、利用促進を図るため特別に利用補
助を行う。
※利用できる期間は、別途通知する。

別紙様式
第76号

利用額の20％
　　上限200,000
円

婚礼
利用補助

会議室
利用補助

利用券

組合員及びその被扶養者が、１人6,000円以上（消費
税、サービス料を含む）で宿泊した場合

3,000円

別紙様式
第77号

会議室
利用補助

組合員が主催し、その構成員の過半数が組合員である会
議で利用した場合

1,000円

会場使用料（備品
使用料、サービス
料含む）の50％
　 　上限30,000
円

会食
利用補助

組合員及びその被扶養者が一回の会食で、１人6,000円
以上（消費税、サービス料を含む）で利用した場合

2,000円

別紙様式
第71号及び

第72号

組合員及びその被扶養者が一回の会食で、１人5,000円
以上6,000円未満（消費税、サービス料を含む）で利用
した場合

1,500円

組合員及びその被扶養者が一回の会食で、１人3,000円
以上5,000円未満（消費税、サービス料を含む）で利用
した場合

別紙様式
第75号

大規模災害及び感染症の流行等により、施設の利用が大
幅に減少した場合に、利用促進を図るため特別に利用補
助を行う。
※利用できる期間は、別途通知する。

特別利用補助 別途通知する
別紙様式
第68号

別紙様式
第76号

法要・慶事等
利用補助

組合員が主催して、法要、慶事（退職・永年勤続・歳
祝・叙勲等）で利用した場合

利用額の20％
　　上限200,000
円

会食
利用補助

組合員本人が一回の会食で、１人6,000円以上（消費
税、サービス料を含む）で利用した場合

2,500円

別紙様式
第71号及び

第72号

組合員本人が一回の会食で、１人5,000円以上6,000円未
満（消費税、サービス料を含む）で利用した場合

組合員及びその被扶養者が１人4,000円以上6,000円未満
（消費税、サービス料を含む）で宿泊した場合

2,000円

宿泊
利用補助

別紙様式
第69号

組合員が主催し、その構成員の過半数が組合員である会
議で利用した場合

組合員及びその子が結婚披露宴で利用した場合
※組合員同士の場合は、それぞれが補助対象となる。

組合員本人が一回の会食で、１人3,000円以上5,000円未
満（消費税、サービス料を含む）で利用した場合


